
私立学校振興費（運営費）補助金事務取扱要領の一部改正新旧対照表 

現         行 改    正    後 

私立学校振興費（運営費）補助金事務取扱要領 

 

（昭和55年７月７日総務部長決裁） 

（一部改正 昭和58年 ７月13日） 

［略］ 

（ 〃   平成30年 11月29日） 

 

 

［略］ 

 

２ 補助の対象となる学校等 

  要綱第２の１に定める別に定めるものは、次の各号のとおりとする。 

(１) 被災私立学校復興支援事業割を除くすべての算定要素 

 

 

   ［略］ 

 

 

 

 

 (２) 被災私立学校復興支援事業割 

 

    ［略］ 

 

［略］ 

 

４ 補助金の算定要素及び割合 

  補助金の算定要素及び配分割合は、次のとおりとする。 
学種区分ごとの 
   配分割合 

 
算定要素 

高等学校 
（全日制課程） 

幼稚園等 中学校 

高等学校 
(通信制課程) 

小学校 

特別支援学校 

経常経費割 ［略］ ［略］   

納付金割 ［略］ ［略］   

定員遵守状況割 ［略］    

 

私立学校振興費（運営費）補助金事務取扱要領 

 

                              （昭和55年７月７日総務部長決裁） 

（一部改正 昭和58年 ７月13日） 

［略］ 

（ 〃   平成30年 11月29日） 

（ 〃   平成31年 ３月 １日） 

 

  ［略］ 

 

２ 補助の対象となる学校等 

  要綱第２の１に定める別に定めるものは、次の各号のとおりとする。 

 (１) 学校の安全対策事業割（うち緊急安全対策事業）及び被災私立学校復興支援事業割を除くすべての

算定要素 

 

   ［略］ 

 

 (２) 学校の安全対策事業割（うち緊急安全対策事業） 

幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む。）、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校であって、

学校法人等が設置するもの。 

 (３) 被災私立学校復興支援事業割 

 

    ［略］ 

 

  ［略］ 

 

４ 補助金の算定要素及び割合 

  補助金の算定要素及び配分割合は、次のとおりとする。 
学種区分ごとの 
   配分割合 

 
算定要素 

高等学校 
（全日制課程） 

幼稚園等 中学校 

高等学校 
(通信制課程) 

小学校 

特別支援学校 

経常経費割 ［略］ ［略］   

納付金割 ［略］ ［略］   

定員遵守状況割 ［略］    

 



現         行 改    正    後 

新時代を拓く特

色ある学校づく
り推進事業割 

［略］    

学校規模割 ［略］    

40人学級編制割 ［略］    

学校の安全対策
事業割 

事業経費の１/２以内の
額。ただし、１校につき
60万円を限度とする。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

事業経費の１/２以内の額。
ただし、１園につき 30 万円
を限度とする。 

  

幼稚園教諭に係

る処遇改善割 

 ［略］   

教育活動復旧事
業割 

［略］ ［略］   

学校割   ［略］  

生徒数割   ［略］ ［略］ 

財務状況の改善
事業割 

［略］  ［略］ ［略］ 

 

新時代を拓く特

色ある学校づく
り推進事業割 

［略］    

学校規模割 ［略］    

40人学級編制割 ［略］    

学校の安全対策
事業割 

１ 安全対策事業（通常） 
事業経費の１/２以内の

額。ただし、１校につき

60万円を限度とする。 
２ 緊急安全対策事業 
(1) ブロック塀等 

事業経費の２/３以内の
額。ただし、１校につき
60万円を限度とする。 

(2) 空調（冷房）設備 
ア 保健室 
事業経費の２/３以内の

額。ただし、１室につき
30万円を限度とする。 
イ 特定の教室 

事業経費の１/２以内の
額。ただし、１室あたり
60万円を限度とする。 

１ 安全対策事業（通常） 
事業経費の１/２以内の

額。ただし、１園につき 30

万円を限度とする。 
２ 緊急安全対策事業 
(1) ブロック塀等 

事業経費の２/３以内の額。
ただし、１園につき 30 万円
を限度とする。 

(2) 空調（冷房）設備 
ア 保健室 
事業経費の２/３以内の

額。ただし、１室につき 30
万円を限度とする。 
イ 特定の教室 

事業経費の１/２以内の
額。ただし、１室あたり 60
万円を限度とする。 

緊急安全対策事
業 
(1) ブロック塀

等 
事業経費の２/
３以内の額。た

だし、１校につ
き 60 万円を限
度とする。 

(2) 空調（冷
房）設備（保健
室） 

事業経費の２/
３以内の額。た
だし、１室につ

き 30 万円を限
度とする。 
 

緊急安全対策事
業 
(1) ブロック塀

等 
事業経費の２/
３以内の額。た

だし、１校につ
き60万円を限度
とする。 

(2) 空調（冷
房）設備 
ア 保健室 

事業経費の２/
３以内の額。た
だし、１室につ

き30万円を限度
とする。 
イ 普通教室

（特別支援学校
に限る） 
事業経費の２/

３以内の額。た
だし、１室あた
り60万円を限度

とする。 
 

幼稚園教諭に係

る処遇改善割 

 ［略］   

教育活動復旧事
業割 

［略］ ［略］   

学校割   ［略］  

生徒数割   ［略］ ［略］ 

財務状況の改善
事業割 

［略］  ［略］ ［略］ 

 



現         行 改    正    後 

被災私立学校復

興支援事業割 

［略］ ［略］ （平成 22 年度

の各対象納付金
収入額×0.9－
当該年度の各対

象納付金収入
額）×0.6 
（対象納付金収

入毎に千円未満
を切捨てた額の
合計額） 

 ただし、５
(2)オ(ウ)に定
める算式により

算出した額を限
度とする。 
 

（平成22年度の

各対象納付金収
入額×0.9－当
該年度の各対象

納付金収入額）
×0.6 
（対象納付金収

入毎に千円未満
を切捨てた額の
合計額） 

 ただし、５(3)
エ(ウ)に定める
算式により算出

した額を限度と
する。 
 

 

５ 補助金の算定方法 

(１) 各高等学校（全日制課程）及び幼稚園等の補助金の算定は、次の方法により行う。 

 

 ［略］ 

 

キ 学校の安全対策事業割 

 

    学校の安全対策に係る事業を実施する各学校の事業経費の１/２以内の額とする（千円未満切捨

て）。ただし、高等学校にあっては１校につき 60 万円を、幼稚園にあっては１園につき 30 万円を限

度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

 
 

被災私立学校復

興支援事業割 

［略］ ［略］ （平成 22 年度

の各対象納付金
収入額×0.9－
当該年度の各対

象納付金収入
額）×0.6 
（対象納付金収

入毎に千円未満
を切捨てた額の
合計額） 

 ただし、５
(2)カ(ウ)に定
める算式により

算出した額を限
度とする。 

（平成22年度の

各対象納付金収
入額×0.9－当
該年度の各対象

納付金収入額）
×0.6 
（対象納付金収

入毎に千円未満
を切捨てた額の
合計額） 

 ただし、５(3)
オ(ウ)に定める
算式により算出

した額を限度と
する。 
 

 

５ 補助金の算定方法 

(１) 各高等学校（全日制課程）及び幼稚園等の補助金の算定は、次の方法により行う。 

 

［略］ 

 

キ 学校の安全対策事業割 

 (ア) 安全対策事業（通常） 

    学校の安全対策に係る事業を実施する各学校の事業経費の１/２以内の額とする（千円未満切捨

て）。ただし、高等学校にあっては１校につき 60 万円を、幼稚園にあっては１園につき 30 万円を限

度とする。 

(イ) 緊急安全対策事業 

     a ブロック塀等に係る安全対策 

       ブロック塀等の撤去を実施する各学校の事業経費の２/３以内の額とする（千円未満切捨て）。

ただし、高等学校にあっては１校につき 60 万円を、幼稚園にあっては１園につき 30 万円を限度

とする。 

     b 保健室等への空調（冷房）設備の設置 

      (a) 保健室へ空調（冷房）設備を設置する各学校の事業経費の２/３以内の額とする（千円未満

切捨て）。ただし、１室につき30万円を限度とする。 

      (b) 保健室以外の特定の教室へ空調（冷房）設備を設置する各学校の事業経費の１/２以内の額

とする（千円未満切捨て）。ただし、補助の対象となる教室は原則１室までとし、１室あた

り60万円を限度とする。 

 

［略］ 

 
 
 



現         行 改    正    後 

 

  サ 被災私立学校復興支援事業割 

 

 ［略］ 

 

   (イ) 対象納付金収入 

保育料・授業料、入学（園）料、施設整備費等で学則に定める納付金及び入学（園）検定料 

（ただし、特定教育・保育施設である幼稚園等にあっては、新制度に移行した前年度の園則に定

める対象納付金に当該年度の在籍園児数（子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第

19 条第１項第２号及び第３号に規定する小学校就学前子どもを除く。）を乗じて算出した額と

する。） 

 

 

 

 ［略］ 

 

（２） 各中学校の補助金の算定は、次の方法により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

ア 教育活動復旧事業割 

     東日本大震災による私立学校施設災害復旧事業に要する経費の１/６以内の額とする。 

イ 学校割 

     １校につき、 300万円とする。 

   ウ 財務状況の改善事業割 

     財務状況の改善に係る事業を実施する中学校１校につき50万円とする。 

   エ 生徒数割 

総額から教育活動復旧事業割、学校割及び被災私立学校復興支援事業割の総額を除いた額を５月

１日現在の実生徒数の割合によって配分する。ただし、実生徒数が定員を超える場合は、定員とす

る。 

オ 被災私立学校復興支援事業割 

 

    ［略］ 

 

 

 

 

  サ 被災私立学校復興支援事業割 

 

 ［略］ 

 

   (イ) 対象納付金収入 

保育料・授業料、入学（園）料、施設整備費等で学則に定める納付金及び入学（園）検定料 

（ただし、特定教育・保育施設である幼稚園等にあっては、新制度に移行した前年度の園則に定

める対象納付金に当該年度の５月１日現在の在籍園児数（子ども・子育て支援法（平成24年法

律第65号）第19条第１項第１号に規定する小学校就学前子ども（以下「１号認定子ども」とい

う。）に該当する園児数に、入園時に１号認定子どもであって、支給認定の変更等により、当該

年度の５月１日現在においては同項第２号に規定する小学校就学前子どもに該当する園児の数を

加えた数）を乗じて算出した額とする。） 

 

 ［略］ 

 

（２） 各中学校の補助金の算定は、次の方法により行う。 

ア 学校の安全対策事業割（うち緊急安全対策事業） 

    (ア) ブロック塀等に係る安全対策 

ブロック塀等の撤去を実施する各学校の事業経費の２/３以内の額とする（千円未満切捨

て）。ただし、１校につき60万円を限度とする。 

    (イ) 保健室等への空調（冷房）設備の設置 

保健室へ空調（冷房）設備を設置する各学校の事業経費の２/３以内の額とする（千円未満切

捨て）。ただし、１室につき30万円を限度とする。 

イ 教育活動復旧事業割 

      東日本大震災による私立学校施設災害復旧事業に要する経費の１/６以内の額とする。 

ウ 学校割 

     １校につき、 300万円とする。 

   エ 財務状況の改善事業割 

     財務状況の改善に係る事業を実施する中学校１校につき50万円とする。 

   オ 生徒数割 

総額から教育活動復旧事業割、学校割及び被災私立学校復興支援事業割の総額を除いた額を５月

１日現在の実生徒数の割合によって配分する。ただし、実生徒数が定員を超える場合は、定員とす

る。 

カ 被災私立学校復興支援事業割 

 

    ［略］ 

 

 

 



現         行 改    正    後 

（２） 高等学校（通信制課程）、小学校及び特別支援学校の算定は、次の方法により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 教育活動復旧事業割 

     東日本大震災による私立学校施設災害復旧事業に要する経費の１/６以内の額とする。（高等学校

（通信制課程）を除く。） 

イ ５月１日現在の実生徒数に補助単価を乗じて得た額とする。ただし、実生徒数が定員を超える場

合は、定員とする。 

   ウ 小学校において財務状況の改善事業を実施している場合は、財務状況の改善事業分として 50 万円

を、アの補助金額に含んでいるものとする。 

エ 被災私立学校復興支援事業割 

 

   ［略］ 

 

 

 

（２） 高等学校（通信制課程）、小学校及び特別支援学校の算定は、次の方法により行う。 

ア 学校の安全対策事業割（うち緊急安全対策事業） 

    (ア) ブロック塀等に係る安全対策 

ブロック塀等の撤去を実施する各学校の事業経費の２/３以内の額とする（千円未満切捨

て）。ただし、１校につき60万円を限度とする。 

    (イ) 保健室等への空調（冷房）設備の設置 

a 保健室へ空調（冷房）設備を設置する各学校の事業経費の２/３以内の額とする（千円未満切

捨て）。ただし、１室につき30万円を限度とする。 

b 普通教室へ空調（冷房）設備を設置する特別支援学校の事業経費の２/３以内の額とする（千

円未満切捨て）。ただし、１室につき60万円を限度とする。 

イ 教育活動復旧事業割 

      東日本大震災による私立学校施設災害復旧事業に要する経費の１/６以内の額とする。（高等学校

（通信制課程）を除く。） 

ウ ５月１日現在の実生徒数に補助単価を乗じて得た額とする。ただし、実生徒数が定員を超える場

合は、定員とする。 

エ 小学校において財務状況の改善事業を実施している場合は、財務状況の改善事業分として 50万円

を、ウの補助金額に含んでいるものとする。 

オ 被災私立学校復興支援事業割 

 

   ［略］ 

 

 



現         行 改    正    後 

提 出 書 類 様 式 提出部数 提出時期 

１ 交付（変更交付）申請時 

(１) 私立学校振興費（運営費）補助金交付（変更交付）申

請書 

(２) 添付書類 

ア 私立学校振興費所要額調書（運営費の場合） 

イ 在学（園）者数及び学級数 

  ウ 本務教職員調書 

  エ 補助対象経費の内訳 

  オ 納付金収入状況 

  カ 収支予算 

  キ 新時代を拓く特色ある学校づくり推進事業計画策定

（実績評価）調書（高等学校のみ） 

  ク 新時代を拓く特色ある学校づくり推進事業所要額調書

（高等学校のみ） 

  ケ 学級編制状況調書（高等学校のみ） 

  コ 学校の安全対策事業所要額調書 

  サ 幼稚園教諭に係る処遇改善実施状況調書 

  シ 教育活動復旧事業実施状況調書 

  ス 財務状況の改善事業実施状況調書 

  セ 教育復興計画書 

  ソ 被災私立学校復興支援事業実施状況調書 

 

 

 

要綱で定める。 

 

 

要綱で定める。 

別紙１ 

別紙２ 

別紙３ 

別紙４ 

別紙５ 

別紙６ア 

 

別紙６イ 

 

別紙７ 

別紙８ 

別紙９ 

別紙10 

別紙11 

別の定めによる。 

別紙12 

 

１部 

 

別に定め

る。 

２ 事業完了時 

(１) 私立学校振興費（運営費）補助金請求書 

(２) 私立学校振興費（運営費）補助金実績報告書 

(３) 添付書類 

  ア 私立学校振興費支出済額調書（運営費の場合） 

  イ 月別在学（園）者数 

  ウ 教職員給与支給明細書 

  エ 補助対象経費の内訳 

  オ 納付金収入状況 

  カ 収支決算 

  キ 新時代を拓く特色ある学校づくり推進事業支出済額調

書（高等学校のみ） 

  ク 学級編制状況調書（高等学校のみ） 

  ケ 学校の安全対策事業支出済額調書 

  コ 幼稚園教諭に係る処遇改善実施状況調書 

  サ 教育活動復旧事業実施状況調書 

  シ 財務状況の改善事業実施状況調書 

  ス 被災私立学校復興支援事業実施状況調書 

 

要綱で定める。 

別紙様式 

 

要綱で定める。 

別紙13 

別紙14 

別紙３ 

別紙４ 

別紙５ 

別紙６イ 

 

別紙７ 

別紙８ 

別紙９ 

別紙10 

別紙11 

別紙12 

 

１部 

 

事業完了 

後速やか 

に。 

３ 前金払請求書 

(１) 私立学校振興費（運営費）補助金前金払請求書 

(２) 添付書類 

 収支計画書 

 

要綱で定める。 

 

別紙 

 

正副各１部 

 

１部 

 

 

提 出 書 類 様 式 提出部数 提出時期 

１ 交付（変更交付）申請時 

(１) 私立学校振興費（運営費）補助金交付（変更交付）申

請書 

(２) 添付書類 

ア 私立学校振興費所要額調書（運営費の場合） 

イ 在学（園）者数及び学級数 

  ウ 本務教職員調書 

  エ 補助対象経費の内訳 

  オ 納付金収入状況 

  カ 収支予算 

  キ 新時代を拓く特色ある学校づくり推進事業計画策定

（実績評価）調書（高等学校のみ） 

  ク 新時代を拓く特色ある学校づくり推進事業所要額調書

（高等学校のみ） 

  ケ 学級編制状況調書（高等学校のみ） 

  コ 学校の安全対策事業所要額調書 

  サ 幼稚園教諭に係る処遇改善実施状況調書 

  シ 教育活動復旧事業実施状況調書 

  ス 財務状況の改善事業実施状況調書 

  セ 教育復興計画書 

  ソ 被災私立学校復興支援事業実施状況調書 

  タ 月別在学（園）者数（被災私立学校復興支援事業の対

象校（園）のみ） 

 

要綱で定める。 

 

 

要綱で定める。 

別紙１ 

別紙２ 

別紙３ 

別紙４ 

別紙５ 

別紙６ア 

 

別紙６イ 

 

別紙７ 

別紙８ 

別紙９ 

別紙10 

別紙11 

別の定めによる。 

別紙12 

別紙13 

 

１部 

 

別に定め

る。 

２ 事業完了時 

(１) 私立学校振興費（運営費）補助金請求書 

(２) 私立学校振興費（運営費）補助金実績報告書 

(３) 添付書類 

  ア 私立学校振興費支出済額調書（運営費の場合） 

  イ 月別在学（園）者数 

  ウ 教職員給与支給明細書 

  エ 補助対象経費の内訳 

  オ 納付金収入状況 

  カ 収支決算 

  キ 新時代を拓く特色ある学校づくり推進事業支出済額調

書（高等学校のみ） 

  ク 学級編制状況調書（高等学校のみ） 

  ケ 学校の安全対策事業支出済額調書 

  コ 幼稚園教諭に係る処遇改善実施状況調書 

  サ 教育活動復旧事業実施状況調書 

  シ 財務状況の改善事業実施状況調書 

  ス 被災私立学校復興支援事業実施状況調書 

 

要綱で定める。 

別紙様式 

 

要綱で定める。 

別紙13 

別紙14 

別紙３ 

別紙４ 

別紙５ 

別紙６イ 

 

別紙７ 

別紙８ 

別紙９ 

別紙10 

別紙11 

別紙12 

 

１部 

 

事業完了 

後速やか 

に。 

３ 前金払請求書 

(１) 私立学校振興費（運営費）補助金前金払請求書 

(２) 添付書類 

 収支計画書 

 

要綱で定める。 

 

別紙 

 

正副各１部 

 

１部 

 

 



現         行 改    正    後 

 
（別紙12） 

 

被災私立学校復興支援事業実施状況調書 

 

               学校（幼稚園等）名          

 

１ 平成 年度の幼児児童生徒の確保方策（教育復興計画書４） 

  

 

 

 

２ 平成 年度の幼児児童生徒の確保方策の実施状況（結果） 

 

 

 

 

３ 平成 年度の幼児児童生徒数及び納付金収入の見込み 

                                               単位：千円 

区分 平成22年度決算額 
平成 年度 

決算（見込）額 
備考 

幼児児童生徒数 
(平成22年５月1日現在) 

          人 

 

       人 
 

補

助

対

象

納

付

金

収

入 

保育料・授業料 
   

入学（園）料 
   

施設整備費等 
   

入学（園）検定料 

   

計 
   

※ 幼稚園の平成22年5月１日現在の幼児児童生徒数には、５月２日以降１月始業日までに入園した満３歳園児数

を含む。 

※ 幼稚園型認定こども園及び幼保連携型認定こども園の幼児児童生徒数には、２号及び３号認定子どもを除外し

た園児数を記載する。 

※ 特定教育・保育施設である幼稚園等にあっては、新制度に移行した前年度の園則に定める対象納付金に当該年

度の在籍園児数（２号及び３号認定子どもを除く。）を乗じて算出した額を記載する。 

 
 
 
 

 

 
（別紙12） 

 

被災私立学校復興支援事業実施状況調書 

 

               学校（幼稚園等）名          

 

１    年度の幼児児童生徒の確保方策（教育復興計画書４） 

  

 

 

 

２    年度の幼児児童生徒の確保方策の実施状況（結果） 

 

 

 

 

３    年度の幼児児童生徒数及び納付金収入の見込み 

                                               単位：千円 

区分 平成22年度決算額 
   年度 

決算（見込）額 
備考 

幼児児童生徒数 
(平成22年５月1日現在) 

          人 

 

       人 
 

補

助

対

象

納

付

金

収

入 

保育料・授業料 
   

入学（園）料 
   

施設整備費等 
   

入学（園）検定料 

   

計 
   

※ 幼稚園の平成22年5月１日現在の幼児児童生徒数には、５月２日以降１月始業日までに入園した満３歳園児数

を含む。 

※ 幼稚園型認定こども園及び幼保連携型認定こども園の幼児児童生徒数には、１号認定子ども及び入園時に１号

認定であった２号認定子どもの園児数を記載する。 

※ 特定教育・保育施設である幼稚園等にあっては、新制度に移行した前年度の園則に定める対象納付金に当該年

度の５月１日現在の在籍園児数（１号認定子ども及び入園時に１号認定子どもであった２号認定子ども）を乗じ

て算出した額を記載する。 

 
 
 

 



現         行 改    正    後 

 

（別紙13） 

月別在学（園）者数 

 

学校（幼稚園等名）            

 

（毎月１日現在 単位：人） 

 (満3歳

児) 

１年 

(3歳児) 

２年 

(4歳児) 

３年 

(5歳児) 

４年 ５年 ６年 計 対前月増

減理由別

人員 

備考 

４ 
          

５ 
          

６ 
          

７ 
          

８ 
          

９ 
          

10 
          

11 
          

12 
          

１ 
          

２ 
          

３ 
          

注）１ 「満３歳児」欄は、当該年度中に３歳に達して入園した園児数を記入すること。 

  ２ 増減理由別人員には、転入、退学等の理由別増減人数を記入すること。 

  ３ 認定こども園（幼稚園型・幼保連携型）においては、備考欄に１号認定子どもの園児数を記載すること。 

 
 

 

（別紙13） 

月別在学（園）者数 

 

学校（幼稚園名）            

 

（毎月１日現在 単位：人） 

 (満3歳

児) 

１年 

(3歳児) 

２年 

(4歳児) 

３年 

(5歳児) 

４年 ５年 ６年 計 対前月増

減理由別

人員 

備考 

４ 
          

５ 
          

６ 
          

７ 
          

８ 
          

９ 
          

10 
          

11 
          

12 
          

１ 
          

２ 
          

３ 
          

注）１ 「満３歳児」欄は、当該年度中に３歳に達して入園した園児数を記入すること。 

  ２ 増減理由別人員には、転入、退学等の理由別増減人数を記入すること。 

 

 
 



現         行 改    正    後 

  

（別紙13） ※ 新制度に移行した年度の場合 

月別在園者数 

幼稚園等名             

 

１ 新制度移行前                                       （単位：人） 

 満３歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

３      

 ※ ３月末現在の園児数を記載すること。 

 

２ 新制度移行後                             （毎月１日現在 単位：人） 

 

１号認定の園児 ２号認定の園児 
３号認

定の園

児 

計 

対前月増

減理由別

人員 

備考 
 

 
うち前年

度在園児 

うち本年

度入園児 

 
うち前年

度在園児 

うち本年

度入園児 

４           

５           

６           

７           

８           

９           

10           

11           

12           

１           

２           

３           

 

３ 対象園児数                               （単位：人） 

１号認定の園児数 

（   年５月１日現在） 

在園中に１号認定から２号認定

に変更となった園児数 

（   年５月１日現在） 

計 

 

 

  

注）１ 「満３歳児」欄は、当該年度中に３歳に達して入園した園児数を記入すること。 

  ２ 増減理由別人員には、２号認定への変更、転入、退園等の理由別増減人数を記入すること。 
 



現         行 改    正    後 

  

（別紙13） ※ 新制度移行の翌年度以降の場合 

月別在園者数 

幼稚園等名             

 

１ 新制度移行の翌年度以降                         （毎月１日現在 単位：人） 

 

１号認定の園児 

２号認定の園児 
３号認

定の園

児 

計 

対前月増

減理由別

人員 

備考 
  

うち入園時、

１号認定園児 
左記以外 

４         

５         

６         

７         

８         

９         

10         

11         

12         

１         

２         

３         

 

２ 対象園児数                               （単位：人） 

１号認定の園児数 

（   年５月１日現在） 

在園中に１号認定から２号認定

に変更となった園児数 

（   年５月１日現在） 

計 

 

 

  

 

注） 増減理由別人員には、２号認定への変更、転入、退園等の理由別増減人数を記入すること。 

 



摘

要 

改正の理由 

１ ブロック塀等に係る安全対策事業及び熱中症防止のための空調（冷房）設備の設置事業を「緊急安全対策事業」と位置づけ、「学校の安全対策事業割」の算定対象として追加するもの。 

２ 「被災私立学校復興支援事業割」の対象となる新制度移行園（幼稚園型認定こども園及び幼保連携型認定こども園を含む。）に係る対象納付金収入の算定方法の一部を改正するもの。 

３ その他様式に係る所要の改正を行うもの。 

 


